
　
　
　
　
　

一　

は
じ
め
に　

　

日
本
に
お
け
る
聖
諭
宣
講
は
、
明
太
祖
﹃
六
諭
﹄
を
講
説
し
た
清
范
鋐
﹃
六

諭
衍
義
﹄
を
翻
訳
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。﹃
六
諭
衍
義
﹄
は
庶
民
を
教
化

す
る
た
め
に
白
話
文
を
使
用
し
て
お
り
、
ま
た
因
果
応
報
説
話
を
﹁
案
証
﹂
と

称
し
て
挿
入
し
て
お
り
、後
に
聖
諭
宣
講
の
手
本
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

こ
の
書
は
琉
球
国
の
程
順
則
（
一
九
六
三
︱
一
七
三
五
）
が
中
国
の
福
州
に
お

い
て
復
刻
し
て
持
ち
帰
り
、
日
本
の
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
島
津
吉
貴
が

将
軍
徳
川
吉
宗
に
献
上
し
た
が
、
日
本
で
は
大
部
分
の
人
々
が
白
話
文
を
理
解

し
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
︱
一
七
二
八
）
に
よ
っ
て
訓

点
が
施
さ
れ
て
翻
刻
さ
れ
、翌
年
、室
鳩
巢
（
一
六
五
八
︱
一
七
三
四
）
に
よ
っ

て
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
か
ら
、
初
め
て
日
本
全
国
に
流
通

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
為
政
者
は
こ
の
書
を
重
視
し
た
た
め
、
各
地
で

翻
刻
が
行
わ
れ
て
庶
民
教
育
に
用
い
ら
れ
た
が
、
日
本
の
社
会
環
境
に
適
合
さ

せ
る
た
め
、
日
本
の
案
証
を
添
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
京
都
の
勝
田

知
卿
﹃
官
許
校
正
増
加
六
諭
衍
義
大
意
﹄（
一
八
四
四
）
に
は
﹃
太
平
記
﹄
等
、

本
朝
の
案
証
を
収
録
し
て
お
り
、
播
磨
の
国
で
は
近
藤
亀
蔵
の
灌
漑
事
業
の
こ

と
を
収
録
し
て
い
る
。
現
在
で
も
、
沖
縄
県
の
人
々
は
程
順
則
の
偉
業
を
尊
重

し
て
な
お
宣
講
活
動
を
実
行
し
て
お
り
、
久
米
崇
聖
会
が
出
版
し
た
﹃
現
代
版

六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
は
漫
画
を
掲
載
し
て
、
子
供
が
礼
節
を
遵
守
す
る
よ
う
奨

励
し
て
い
る
。﹃
六
諭
衍
義
﹄
は
中
国
で
は
逸
失
し
て
い
る
が
、﹃
六
諭
集
解
﹄

な
ど
同
類
の
宣
講
書
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
近
代
で
は
﹃
宣
講
集
要
﹄
な
ど
の

説
唱
形
式
の
宣
講
書
が
出
現
し
て
い
る
。
日
本
で
は
説
唱
形
式
は
な
じ
ま
ず
、

日
本
語
で
表
現
し
、
日
本
人
の
故
事
を
掲
載
す
る
と
こ
ろ
に
、
地
域
の
人
々
が

親
し
み
を
感
じ
て
理
解
で
き
る
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二　
『
六
諭
衍
義
』

　

明
太
祖
の
﹃
六
諭
﹄
を
講
釈
し
た
﹃
六
諭
衍
義
﹄
一
卷
は
古
会
稽
（
蠡
城
）

の
范
鋐
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
出
版
年
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
国
で
は
逸

失
し
て
お
り
、
中
山
（
琉
球
国
）
大
夫
の
程
順
則
（
号
は
雪
堂
）
に
よ
っ
て
復

　
　
　
日
本
に
お
け
る
聖
諭
宣
講
の
受
容
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刻
さ
れ
た
後
、日
本
に
流
伝
し
た
。
原
本
は
康
熙
甲
子
二
十
三
年
（
一
六
八
四
）

に
程
順
則
が
広
陵
の
竺
天
植
の
机
上
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
り
、
康
熙
戊
子
四

十
七
年
（
一
七
〇
八
）
に
復
刻
を
終
え
た
。
竺
天
植
が
瓊
河
（
福
州
）
で
撰
し

た
序
文
に
は
復
刊
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

余
氊
坐
瓊
江
幾
四
十
載
︐
今
且
皤
然
一
叟
矣
。
中
山
從
遊
諸
子
︐
雖
多
雋

抜
士
︐
獨
程
子
雪
堂
為
尤
異
。
︙
︙
余
知
其
為
有
用
之
器
也
︐
倍
刮
目
之
。

憶
甲
子
（
一
六
八
四
）
春
︐
余
案
上
有
﹃
六
諭
衍
義
﹄
一
書
︐
程
子
繙
閲

再
三
︐
︙
︙
思
欲
刊
佈
國
中
︐
以
美
其
風
俗
︐
以
正
其
音
語
。
︙
︙
適
丙

戌
冬
︐
程
子
以
大
夫
入
貢
︐
洎
戊
子
夏
︐
已
竣
厥
事
︐
将
捧
璽
書
言
旋
︐

乃
悉
依
舊
本
︐捐
貲
付
梓
︐屬
余
其
所
由
来
。︙
︙
旹
康
凞
四
十
七
年
初
夏
︐

廣
陵
七
十
一
叟
竺
天
植
鏡
筠
氏
書
於
瓊
河
古
驛
。（
余
が
瓊
江
に
氊
坐
し

て
幾
ど
四
十
載
、
今
は
白
髪
の
老
人
で
あ
る
。
中
山
か
ら
従
遊
し
た
諸
子

は
、
雋
抜
の
士
が
多
か
っ
た
が
、
程
雪
堂
だ
け
は
と
り
わ
け
異
才
で
あ
っ

た
。
︙
︙
余
は
彼
が
有
用
の
器
だ
と
知
り
、
人
一
倍
に
注
目
し
た
。
憶
え

ば
甲
子
年
（
一
六
八
四
）
の
春
︐
余
の
机
上
に
﹃
六
諭
衍
義
﹄
一
書
が
あ

り
、程
子
は
繙
閲
す
る
こ
と
再
三
、︙
︙
国
内
で
刊
行
し
、風
俗
を
美
化
し
、

語
音
を
正
そ
う
と
考
え
た
。
︙
︙
ち
ょ
う
ど
丙
戌
年
（
一
七
〇
六
）
の
冬
、

程
子
は
大
夫
の
身
分
で
入
貢
し
、
戊
子
の
夏
に
至
っ
て
、
已
に
竣
工
し
た

の
で
、
璽
書
を
持
っ
て
帰
り
、
す
べ
て
旧
本
に
基
づ
い
て
、
資
金
を
出
し

て
刊
行
し
、余
に
縁
起
を
依
頼
し
た
。
︙
︙
時
に
康
煕
四
十
七
年
の
初
夏
、

広
陵
の
七
十
一
歳
の
老
人
竺
天
植
鏡
筠
氏
、
瓊
河
の
古
駅
に
書
す
。）

　
﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
特
徴
は
﹃
六
諭
﹄
を
講
解
し
た
後
に
さ
ら
に
﹃
律
例
﹄
と
、

風
教
に
関
連
す
る
故
事
を
講
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
范
鋐
の
自
序
に
は
、

　
　

 

憶
余
自
成
童
居
里
時
︐亦
得
随
宗
族
長
者
厠
於
宣
講
之
列
。
今
則
雖
傳﹃
六

諭
﹄
為
首
務
︐
講
者
少
而
不
講
者
多
。
︙
︙
雖
然
﹃
六
諭
﹄
之
講
、
木
鐸

之
設
︐
皆
當
事
者
之
任
︐
非
余
所
可
言
者
︐
余
恐
窮
郷
僻
壌
︐
長
幼
男
婦
︐

竟
不
知
有
此
等
紀
綱
法
度
。余
因
是
急
思
編
刻﹃
六
諭
衍
義
﹄︐各
附﹃
律
例
﹄

於
左
。
︙
︙
其
中
詞
簡
而
意
實
深
︐
言
近
而
義
甚
遠
。
旁
引
曲
喩
、
援
古

証
今
、
所
關
於
風
教
者
、
豈
淺
鮮
哉
。
︙
︙
蠡
城
范
鋐
題
於
樂
我
園
之
自

澹
軒
。（
憶
う
に
余
は
童
生
に
な
っ
て
里
に
い
た
時
か
ら
︐
ま
た
宗
族
の

長
者
に
従
っ
て
宣
講
の
列
に
陪
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。今
は﹃
六

諭
﹄
を
伝
え
る
こ
と
を
首
務
と
し
て
い
る
が
、
講
じ
る
者
は
少
な
く
講
じ

な
い
者
が
多
い
。
︙
︙
﹃
六
諭
﹄
の
宣
講
、
木
鐸
の
設
置
は
、
皆
当
事
者

の
任
務
で
︐
余
の
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
余
は
窮
郷
・
僻
壌
の
長

幼
・
男
婦
が
、
竟
に
こ
う
し
た
紀
綱
・
法
度
を
知
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を

恐
れ
る
。
余
は
こ
れ
に
よ
っ
て
急
い
で
﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
編
刻
を
思
い
立

ち
、
各
条
に
﹃
律
例
﹄
を
付
記
し
た
。
︙
︙
そ
の
詞
は
簡
易
だ
が
意
は
深

長
で
、
言
は
卑
近
だ
が
義
は
深
遠
で
あ
る
。
あ
ま
ね
く
曲
喩
を
引
き
、
古

今
の
事
例
を
引
い
て
お
り
、
風
教
に
関
わ
る
こ
と
、
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ

る
。
︙
︙
蠡
城
の
范
鋐
、
楽
我
園
の
自
澹
軒
に
題
す
。）

　

た
と
え
ば
第
一
条
﹁
孝
順
父
母
﹂
で
は
、﹃
二
十
四
孝
﹄
の
中
の
黃
香
と
王

二



祥
の
孝
行
に
善
報
が
あ
り
、
無
名
氏
の
不
孝
に
悪
報
が
あ
る
と
い
う
故
事
を
引

い
て
い
る
。
范
鋐
は
、﹃
律
例
﹄
は
王
法
で
、
善
惡
応
報
故
事
は
天
報
で
あ
る

と
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 ﹃
聖
諭
﹄
第
一
條
曰
︐﹁
孝
順
父
母
﹂。
怎
麼
是
孝
順
父
母
。
人
在
世
間
︐

無
論
貴
賤
賢
愚
︐那
一
箇
不
是
父
母
生
成
的
。
︙
︙
試
想
父
母
十
月
懐
胎
︐

三
年
乳
哺
︐受
了
多
少
艱
難
︐担
了
多
少
驚
怕
。
︙
︙
不
孝
順
父
母
的
﹃
律

例
﹄多
端
︐不
能
盡
述
。
今
擇
數
條
︐請
祈
細
看
。﹁
一
、子
孫
違
犯
祖
父
母
、

父
母
教
令
及
奉
養
有
缺
者
︐杖
一
百
。
︙
︙
﹂
以
上
﹃
律
例
﹄
這
等
森
嚴
︐

若
有
不
孝
順
的
︐
還
怕
不
怕
︐
省
不
省
。
假
使
逃
得
這
﹁
王
法
﹂︐
也
決

逃
不
得﹁
天
報
﹂。
我
且
講
幾
箇
古
人
聽
着
。
古
時
有
箇
黄
香
︐九
歳
失
母
︐

思
慕
哀
切
︐
獨
事
其
父
。
︙
︙
後
官
至
尚
書
。
又
有
箇
王
祥
︐
是
洛
陽
人
。

父
名
王
融
︐
娶
薛
氏
︐
生
王
祥
。
後
薛
氏
死
︐
再
娶
朱
氏
。
︙
︙
後
母
因

己
子
長
成
︐
妬
忌
前
子
︐
嘗
以
毒
藥
置
酒
中
令
祥
吃
。
︙
︙
其
母
感
悔
︐

一
家
孝
友
。
後
祥
官
至
太
保
︐
九
代
公
卿
。
︙
︙
這
倶
是
能
孝
順
的
︐
各

有
善
報
。
有
箇
陳
興
、
是
順
義
人
。
︙
︙
生
一
子
︐
極
憐
愛
之
。
母
老
病
︐

終
日
要
母
抱
孫
。
一
日
抱
孫
︐
誤
墜
地
傷
額
。
陳
興
以
母
故
跌
其
孫
︐
大

怒
辱
罵
。
︙
︙
一
旦
妻
死
、
子
絶
、
家
敗
︐
忽
發
狂
︐
自
嚼
十
指
︐
呼
號

痛
楚
而
死
︐屍
臭
莫
收
。（﹃
聖
諭
﹄第
一
条
に﹁
孝
順
父
母
﹂と
い
う
が
、﹁
孝

順
父
母
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
人
は
世
に
あ
れ
ば
、
貴
賤
・
賢
愚
を

問
わ
ず
、
父
母
か
ら
生
ま
れ
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
。
︙
︙
試
み
に
父
母

が
十
个
月
懐
胎
し
、
三
年
間
授
乳
す
る
こ
と
を
想
う
と
、
ど
れ
だ
け
の
艱

難
を
受
け
、
ど
れ
だ
け
の
恐
怖
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。
︙
︙
父
母
に
不
孝

な
者
へ
の
﹃
律
例
﹄
は
多
く
、
述
べ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ま

数
か
条
を
選
ん
で
聴
い
て
い
た
だ
こ
う
。﹁
一
、
子
孫
で
祖
父
母
・
父
母

の
教
令
に
違
犯
す
る
、及
び
奉
養
に
缺
あ
る
者
は
、杖
一
百
。
︙
︙
﹂以
上
、

﹃
律
例
﹄
は
こ
の
よ
う
に
森
厳
で
あ
り
、
不
孝
な
者
は
恐
れ
な
い
こ
と
が

あ
ろ
う
か
、
反
省
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
仮
に
こ
の
﹁
王
法
﹂
を
逃

れ
得
た
と
し
て
も
、
決
し
て
﹁
天
報
﹂
は
逃
れ
得
な
い
。
私
は
幾
つ
か
古

人
の
話
を
す
る
の
で
聴
き
な
さ
い
。
昔
、
黄
香
と
い
う
人
が
い
て
、
九
歳

で
母
を
失
い
、
思
慕
は
哀
切
で
、
独
身
で
父
の
世
話
を
し
た
。
︙
︙
後
に

官
位
は
尚
書
に
至
っ
た
。
ま
た
王
祥
と
い
う
人
は
、
洛
陽
の
人
で
、
父
は

名
を
王
融
と
い
い
、
薛
氏
を
娶
り
、
王
祥
を
生
ん
だ
。
後
に
薛
氏
が
死
に
、

朱
氏
と
再
婚
し
た
。
︙
︙
継
母
は
己
の
子
が
成
長
す
る
と
、
前
妻
の
子
を

嫉
妬
し
て
、
か
つ
て
毒
薬
を
酒
に
仕
込
ん
で
王
祥
に
飲
ま
せ
た
。
︙
︙
継

母
は
悔
悟
し
て
、
一
家
は
和
気
藹
々
と
な
り
、
後
に
王
祥
は
官
位
が
太
保

に
至
り
、
一
家
は
九
代
公
卿
が
続
い
た
。
︙
︙
こ
れ
は
み
な
孝
順
な
者
に

善
報
が
あ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
陳
興
と
い
う
者
は
、
順
義
の
人
で
あ
っ

た
。
︙
︙
一
子
が
生
ま
れ
る
と
、
極
め
て
可
愛
が
り
、
母
が
老
い
て
病
に

な
っ
た
が
、
終
日
母
に
孫
を
抱
か
せ
た
。
あ
る
日
孫
を
抱
い
て
、
誤
っ
て

地
面
に
墜
と
し
て
額
を
傷
つ
け
た
。
陳
興
は
母
が
孫
を
跌
か
せ
た
の
で
、

大
い
に
怒
っ
て
罵
っ
た
。
︙
︙
あ
る
日
妻
が
死
ぬ
と
、
子
は
絶
え
、
家
は

落
ち
ぶ
れ
て
、
忽
ち
発
狂
し
、
自
ら
十
本
の
指
を
咬
ん
で
、
苦
痛
を
呼
ん

で
死
に
、
死
体
は
腐
敗
し
て
も
回
収
さ
れ
な
か
っ
た
。）三



　

最
後
は
勧
善
の
詩
歌
を
朗
誦
し
て
締
め
く
く
る
。
た
と
え
ば
﹁
孝
順
父
母
﹂

は
以
下
の
詩
歌
を
朗
誦
す
る
。

　
　

 

我
勸
世
人
孝
父
母
︐
父
母
之
恩
爾
知
否
。
懷
胎
十
月
苦
難
言
︐
乳
哺
三
年

未
釋
手
。
毎
逢
疾
病
更
關
心
︐
教
讀
成
人
求
配
偶
。
豈
徒
生
我
愛
劬
勞
︐

終
身
為
我
忙
奔
走
。
子
欲
養
時
親
不
在
︐
欲
報
罔
極
空
回
首
。
莫
教
風
木

涙
沾
襟
︐
我
勸
世
人
孝
父
母
。（
私
は
人
に
孝
行
を
勧
め
る
。
父
母
の
恩

を
知
る
や
否
。
懐
妊
十
月
を
苦
し
ん
で
、
授
乳
に
三
年
か
か
り
き
り
。
病

気
を
す
れ
ば
ま
た
悩
み
、
大
き
く
な
れ
ば
嫁
さ
が
す
。
生
み
の
苦
し
み
だ

け
で
な
く
、
一
生
子
の
た
め
奔
走
す
。
養
い
時
に
親
お
ら
ず
、
恩
返
し
し

た
く
と
も
で
き
も
せ
ず
。
涙
で
襟
を
濡
ら
さ
ぬ
よ
う
、
親
の
い
る
う
ち
孝

行
せ
よ
。）

　
　
　
　
　

三　
『
六
諭
衍
義
大
意
』

　
﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
原
刻
本
は
中
国
で
は
逸
失
し
た
が
、
琉
球
国
の
程
順
則
が

福
建
で
復
刻
し
て
持
ち
帰
り
、
琉
球
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
程
順
則
の

復
刻
本
は
現
存
し
、１
卷
首
に
は
康
熙
帝
の
﹃
上
諭
十
六
條
﹄（
康
熙
九
年
、
一

六
七
〇
）
お
よ
び
浙
江
巡
撫
陳
秉
直
の
﹃
鄉
約
直
解
抄
﹄
を
掲
載
し
て
い
る
。

後
者
は
﹃
鄉
約
全
書
﹄
を
抄
録
し
た
も
の
で
、
卷
首
に
は
朱
印
が
あ
り
、
版
心

に
は
﹁
聖
諭
﹂﹁
雪
堂
輯
﹂
と
刻
し
て
い
る
。
こ
の
復
刻
本
は
島
津
家
を
経
由

し
て
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
、
八
代
将
軍
德
川
吉
宗
（
一
六
八
四
︱
一
七
五
一
）

が
当
時
﹁
象
胥
﹂（
漢
語
に
堪
能
）
と
認
め
ら
れ
て
い
た
学
者
荻
生
徂
徠
（
物

茂
卿
）（
一
六
六
六
︱
一
七
二
八
）
に
命
じ
て
原
文
の
訓
読
を
命
じ
、
享
保
六

年
（
一
七
二
一
）
に
江
戶
の
書
林
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
徂
徠
の
序
文
に
は
そ
の

経
緯
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

是
歲
冬
︐
有
司
奉
教
梓
行
﹃
六
諭
衍
義
﹄︐
廼
以
茂
卿
旁
嫻
象
胥
之
學
也
︐

政
府
行
本
府
︐
特
召
俾
譯
進
︐
又
俾
作
敍
︐
敍
其
由
。
︙
︙
漢
唐
以
還
︐

以
及
明
清
︐
孝
悌
力
田
︐
木
鐸
老
人
之
設
︐
導
愚
化
蚩
︐
敦
倫
睦
俗
︐
誠

為
百
王
率
由
之
常
典
也
。
其
書
蓋
放
古
諸
誥
之
遺
意
︐
以
俚
言
行
之
︐
不

假
丹
艧
︐
無
事
修
辭
︐
務
卑
之
而
勿
甚
高
論
︐
施
諸
農
畯
紅
女
屠
酤
之
徒
。

闢
如
耳
提
而
面
命
之
︐
愜
於
聽
︐
沃
於
心
︐
順
乎
莫
有
夭
閼
雍
閡
之
患
。

務
鬯
事
情
︐
厭
而
飫
之
。
委
曲
開
說
︐
弗
喻
弗
措
︐
假
使
嚚
頑
至
憃
戇
之

人
聽
之
︐
亦
必
能
帖
服
其
心
志
︐
不
敢
為
惡
。
可
謂
閭
里
之
善
教
者
也
。

︙
︙
斯
乃
琉
球
國
所
致
︐
藏
諸
天
祿
、
石
渠
之
上
︐
無
復
兼
本
流
落
人
間

者
。
或
聞
其
名
︐
希
一
覯
︐
未
有
獲
之
。
故
有
司
特
奉
行
其
事
焉
。
︙
︙

享
保
六
年
辛
醜
十
月
十
一
日
甲
斐
國
臣
物
茂
卿
拜
手
稽
首
奉
教
敬
撰
。（
こ

の
年
の
冬
、有
司
が
詔
を
奉
じ
て﹃
六
諭
衍
義
﹄を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
、

茂
卿
が
象
胥
の
学
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、政
府
が
本
府
に
通
達
し
、

特
に
召
喚
し
て
翻
訳
さ
せ
る
と
と
も
に
、
序
文
を
作
成
さ
せ
て
、
そ
の
由

来
を
述
べ
さ
せ
た
。
︙
︙
漢
唐
以
来
、
明
清
に
及
ぶ
ま
で
、
孝
悌
を
遵
守

し
耕
作
に
努
め
て
お
り
、
木
鐸
老
人
の
設
置
は
、
愚
民
を
教
化
し
、
倫
理

を
重
視
し
世
俗
を
和
睦
す
る
た
め
、誠
に
百
王
が
遵
守
す
る
常
典
で
あ
る
。

四



本
書
は
古
の
諸
誥
の
遺
意
に
倣
い
、
俚
言
を
用
い
て
お
り
、
装
飾
を
借
り

ず
、
修
辞
す
る
事
も
な
く
、
努
め
て
易
し
く
高
論
を
避
け
、
諸
の
農
畯
紅

女
屠
酤
の
徒
に
施
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
懇
切
丁
寧
に
教
導
す
れ
ば
、
聴

に
か
な
い
、
心
を
豊
か
に
し
、
し
た
が
っ
て
阻
害
さ
れ
る
患
い
が
な
い
の

で
あ
る
。
務
め
て
事
を
明
ら
か
に
し
て
、
飽
き
る
ほ
ど
聴
か
せ
る
。
委
曲

を
尽
く
し
て
說
い
て
、
わ
か
る
ま
で
や
め
な
い
。
た
と
え
嚚
頑
で
至
っ
て

憃
戇
の
者
が
聴
い
て
も
、
必
ず
そ
の
心
志
を
納
得
さ
せ
、
あ
え
て
悪
事
を

行
わ
な
い
。
閭
里
の
善
く
教
え
る
者
と
言
え
よ
う
。
︙
︙
本
書
は
琉
球
国

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
天
祿
、
石
渠
に
蔵
さ
れ
る
珍
本
で
あ
っ
て
、

同
一
の
書
物
で
世
間
に
流
伝
す
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
名
を
聞
い
て
、
一

覯
を
の
ぞ
ん
だ
者
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
手
に
入
れ
て
い
な
い
。
故
に
有

司
が
特
に
奉
じ
て
刊
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
︙
︙
享
保
六
年
辛
丑
十
月
十

一
日
、
甲
斐
国
臣
、
物
茂
卿
、
拜
手
稽
首
し
、
教
を
奉
じ
て
敬
撰
す
。）

　

訓
読
を
付
記
し
た
﹃
六
諭
衍
義
﹄
は
、
漢
字
に
訓
点
・
送
り
仮
名
を
付
加
す

る
ほ
か
に
、
漢
字
に
振
り
仮
名
を
付
加
し
て
、
日
本
語
の
読
み
方
を
表
示
し
て

い
る
。
た
だ
日
本
の
庶
民
は
漢
語
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
将
軍
は
儒
者
の
室
鳩

巣
（
諱
は
直
清
、
一
六
五
八
︱
一
七
三
四
）
に
そ
の
大
意
を
翻
訳
さ
せ
た
。
だ

が
日
本
の
法
律
は
中
国
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
古
人
の
事
蹟
は
さ
ほ
ど

緊
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
は
室
鳩
巢
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。

享
保
七
年
の
室
氏
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

然
る
に
い
や
し
き
編へ

ん
こ戶

の
民た

み

、
も
と
よ
り
漢か

ん
ど土

の
文も

じ字
を
さ
へ
見
習な

ら

は
ね

ば
、
此
書
を
読
み
て
、
其
意
を
知
る
こ
と
か
た
か
る
べ
し
。
是
に
よ
り
て

重か
さ
ね

て
愚ぐ

臣し
ん

に
仰お

ほ
せ

て
、
其
大た

い
り
ゃ
く略

を
と
り
て
和わ

ご語
を
も
て
是
を
や
は
ら
げ

し
む
。
本ほ

ん

書し
ょ

每ま
い

篇へ
ん

の
末す

え

に
律り

つ
れ
い例

を
つ
け
、
又
古こ

じ
ん人

の
事じ

せ
き跡

を
載の

せ

た
り
。
其

律
例
は
我わ

が

邦く
に

の
法
に
異い

ど
う同

あ
り
て
、
用よ

う
し
ゃ捨

な
く
し
て
は
行お

こ
な

ひ
が
た
し
。

其
事じ

せ
き跡

は
い
に
し
へ
の
物も

の
が
た
り語

に
し
て
、
さ
し
て
緊き

ん
え
う要

に
も
あ
ら
ず
。
さ

れ
ば
此
二
つ
の
物
は
、
並な

ら
び

に
本
書
に
ゆ
づ
り
て
、
爰
に
除の

ぞ

き
た
る
な
り
。

　
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
は
ま
ず
京
都
・
江
戶
・
大
阪
等
の
大
都
市
で
刊
刻
さ
れ
、

そ
の
後
に
全
国
に
普
及
し
た
。
後
に
﹃
六
諭
衍
義
大
意
抄
﹄（
安
政
二
年
、
一

八
五
五
）２
の
﹁
六
諭
衍
義
大
意
抄
ゆ
ゑ
よ
し
﹂
に
は
将
軍
が
本
書
の
普
及
に
努

め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

京
、
江
戸
、
大
阪
の
町
に
は
勿
論
、
諸
国
共
に
一
統
拜
読
な
す
よ
し
御
触

流
し
等
も
是
あ
り
な
る
も
、
思
召
の
厚
き
、
御
仁
恵
に
よ
り
て
、
又
手て

な
ら
ひ習

素
読
指
南
の
寺
子
屋
の
者
に
は
右
の
書
を
精
々
教
誡
致
す
べ
き
よ
し
、
別

段
作
渡
さ
れ
も
こ
れ
有
り
し
由
、
右
官
刻
二
板
、
御ご

し
ゅ
つ
ら
い

出
来
に
て
、
一
板
は

京
都
書
林
、
一
板
は
江
戸
書
林
に
給た

ま
は

り
、
京
都
に
て
は
西
の
国
々
迄
洩

さ
ず
、
江
戸
に
て
は
東
の
国
々
へ
洩
ざ
る
様
、
ひ
ろ
め
よ
と
な
ん
、
江
戸

町
御
奉
行
大
岡
越
前
守
様
を
以
て
仰お

ほ
せ

渡わ
た
し

有あ
り

し
と
ぞ
。
是
に
よ
り
て
貴
と

な
く
賤
と
な
く
、
嫁よ

め
い
り
む
こ

入
聟
い
り
養
子
等
に
つ
か
は
せ
る
男
女
、
又
は
手し

ゅ
せ
き跡

の
た
め
其
師
家
へ
出
せ
る
小
児
等
々
に
は
其
父
母
た
る
も
の
、
必
ら
ず
一

五



本
を
持
参
致
さ
せ
、
ま
た
市
中
に
肆み

せ店
を
持
て
る
者
は
猶
更
、
す
べ
て
大

小
の
差
別
な
く
、
其
主
人
た
る
者
か
な
ら
ず
此
書
を
以
て
手
代
小こ

も
の斯

を
教

誡
な
し
た
る
よ
し
、
か
く
四
海
の
內
、
辺
鄙
遠え

ん
き
ょ
う境

迄
も
至
ら
ざ
る
と
こ

ろ
な
く
、
普
く
流
布
せ
し
程
に
、
億
兆
の
人
民
、
其
徳
沢
に
感
戴
し
て
、

此
書
を
拜
読
せ
ざ
る
者
な
く
、
お
の
づ
か
ら
天
下
の
風
俗
、
淳
樸
に
し
て
、

忠
臣
義
士
節
婦
も
、
屋や

並な
み

に
出
し
よ
し
、
ま
こ
と
に
御お

ん
じ
え

慈
恵
の
広
大
な
る

事
、
な
か
な
か
に
拙
き
筆
も
て
記
し
得
べ
き
に
非
ず
。

　

も
と
も
と
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄（
一
七
二
二
）
は
﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
大
意
を

翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
﹁
孝
順
父
母
﹂
の
冒
頭
で
は
、
原
書
は
、

人
は
本
性
に
孝
順
の
良
心
が
な
い
の
で
は
な
く
、
毀
損
す
る
こ
と
久
し
く
覚
醒

さ
せ
る
者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、翻
譯
で
は
こ
れ
を
削
除
し
て
、

父
母
の
養
育
の
恩
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
だ
け
簡
潔
に
改
め
て
い
る
。

　
　

 

凡
世
間
に
あ
る
人
、
貴
と
な
く
賤
と
な
く
、
父
母
の
う
ま
ざ
る
人
や
あ
る
。

さ
れ
ば
父
母
は
我
身
の
出
来
し
本
な
れ
ば
、本
を
ば
忘
る
ま
じ
き
事
な
り
。

況
や
養
育
の
恩
、
山
よ
り
も
た
か
く
、
海
よ
り
も
ふ
か
し
。
い
か
が
し
て

忘
る
べ
き
。
今
孝
心
に
も
と
づ
か
ん
と
な
ら
ば
、
父
母
の
恩
を
よ
く
よ
く

お
も
ふ
べ
し
。
先
十
月
の
間
、
懐
胎
に
あ
り
し
よ
り
、
母
を
く
る
し
む
。

さ
て
生
れ
出
て
、
幼
稚
ほ
ど
は
、
父
母
と
も
に
昼
夜
艱
難
辛
苦
を
い
は
ず
、

常
に
あ
ら
き
風
を
も
い
と
ひ
て
抱
そ
だ
て
、少
も
病
有
て
煩
は
し
け
れ
ば
、

神
に
祈
り
、
医
を
も
と
め
、
我
身
も
か
は
り
度
ほ
ど
に
思
ひ
、
た
だ
子
の

息
災
に
し
て
、
成
長
す
る
を
待
よ
り
外
は
、
何
の
願
か
あ
る
。

　
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
は
明
治
時
代
ま
で
伝
わ
り
、
江
州
（
滋
賀
）
版
３

、
奧
州

（
宮
城
）
版
４

な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。
奧
州
版
は
菊
池
寅
吉
が
銀
婚
式
を
記
念
し

て
再
出
版
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
﹁
六
諭
衍
義
大
意
施
本
再
刻
の
旨
意
﹂（
明

治
四
十
五
年
、
一
九
一
二
）
に
は
、
な
き
父
が
、
子
供
に
忠
孝
の
精
神
を
植
え

付
け
る
た
め
の
教
材
だ
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
述
べ
る
。

　
　

 

こ
た
び
、
か
た
ば
か
り
の
、
銀
婚
の
式
の
紀
念
に
と
て
、
な
に
か
な
根
本

反
始
の
道
に
か
な
へ
る
も
の
も
て
せ
ん
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
こ
と
侍
り
し

に
、
母
な
る
人
の
、
さ
ら
ば
、
そ
の
上
、
な
き
父
が
婆
心
も
て
村
里
の
童

子
共
に
忠
孝
の
を
し
へ
草
と
も
な
れ
か
し
と
て
世
に
施
し
し
﹃
六
諭
衍
義

大
意
﹄
の
な
か
ほ
ど
よ
り
う
ち
絶
え
た
る
こ
と
の
口
惜
し
け
れ
ば
、
こ
を

更
に
梓
に
上
せ
て
、
祝
の
意
を
表
さ
ば
、
や
が
て
先
人
の
志
に
も
か
な
へ

ま
つ
ら
む
と
云
ふ
に
、
や
つ
が
れ
い
た
く
う
ち
よ
ろ
こ
び
、
直
ち
に
再
刻

す
る
こ
と
と
は
な
し
ぬ
。

　

な
お﹁
菊
池
の
父
の
某
﹂は
、﹁
み
ち
の
お
く
刈
田
郡
白
石
の
農
夫
﹂で
あ
り
、

そ
の
跋
文（
安
政
三
年
）に
は
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄を
頒
布
し
た
こ
と
を
述
べ
、

さ
ら
に
同
志
の
協
力
に
よ
っ
て
普
及
す
る
よ
う
期
待
し
て
い
る
。

　
　

 

や
つ
が
れ
天
保
の
は
じ
め
頃
よ
り
お
も
ひ
お
こ
し
て
、
室
鳩
巣
翁
が
あ
ら
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は
し
し
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
を
梓
に
の
ぼ
せ
、
普
く
世
に
施
し
て
、
童
子

等
に
忠
孝
の
道
を
教
へ
ん
と
す
る
事
、
既
に
七
年
に
お
よ
び
ぬ
。
し
か
れ

ど
も
封
内
の
広
大
な
る
、や
つ
が
れ
の
力
の
及
び
が
た
き
を
い
か
に
せ
む
。

故
に
こ
た
び
ま
づ
刈
田
郡
初
て
な
ん
、
一
む
ら
に
十
巻
づ
つ
施
し
、
ま
た

他
の
郷
村
の
人
々
に
も
速
に
お
く
り
申
す
べ
く
お
き
て
侍
り
。
あ
は
れ
四

方
の
諸
君
、
や
つ
が
れ
が
志
を
た
す
け
て
封
内
に
満
ち
た
ら
は
ん
ほ
ど
に

施
さ
せ
た
ま
へ
か
し

　
　
　
　
　

四　

続
本

　
　

 

（
１
）『
六
諭
衍
義
小
意
』

　
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
は
続
本
が
出
て
、
児
童
や
村
民
が
内
容
を
理
解
で
き

る
よ
う
、表
現
を
極
力
や
さ
し
く
し
て
い
る
。
そ
の
中
の﹃
六
諭
衍
義
小
意
﹄（
一

七
三
一
）５
は
、
三
近
子
（
中
村
平
吾
、
一
六
七
一
︱
一
七
四
一
）
が
編
纂
し
た

書
で
あ
り
、
編
者
の
序
に
は
、

　
　

 

児
女
の
幼

い
と
け
な
き

ま
で
﹃
大
意
﹄
の
た
ふ
と
さ
を
暁さ

と

さ
し
め
、
且か

つ

は
﹃
大
意
﹄

の
附
錄
と
も
心
ざ
し
て
、
此
書
を
﹃
小
意
﹄
と
題
せ
り
。
汝
三
近
子
は
何

人
ぞ
や
。
曰
く
、﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
大
意
を
小
子
に
触
ま
は
る
抱
関
撃
柝

の
者
と
答こ

た
ふ

。

　

そ
の
翻
訳
は
原
文
の
一
字
一
句
に
こ
だ
わ
ら
ず
、融
通
無
碍
に
講
じ
て
い
る
。

た
と
え
ば
﹁
孝
順
父
母
﹂
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

一
、
孝
は
能
父
母
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
総
名
。
順
は
父
母
の
気
に
悖さ

か

逆ら
は

ざ
る

を
云い

ふ

。
︙
︙
孝
行
に
指
南
は
な
し
。
固も

と

よ
り
自
然
の
道
理
に
よ
る
事
に
し

て
、
目
の
用
は
見み

る

、
口
の
用
は
言い

ふ

と
い
へ
る
ご
と
く
、
︙
︙
い
と
無
造
作

な
る
道
な
り
。

　
　

 

一
、
人
皆
今
日
壮わ

か

若し

と
い
へ
ど
も
、
日
な
ら
ず
し
て
親
に
も
な
り
て
必
ず

思
ひ
合あ

は
す

す
べ
し
。
木
静し

ず
か

な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
れ
ど
も
風
や
ま
ず
、
子

養や
し
な
は

ん
と
欲
す
れ
ど
も
親
在い

ま

さ
ず
。

　
　

 

一
、
い
か
な
る
悪
人
と
も
い
へ
、
親
と
な
り
て
子
を
不
便
と
思
ふ
念
は
︐

本
心
の
誠
に
し
て
、
我
子
も
我
と
ひ
と
し
き
悪
人
に
な
れ
か
し
と
ね
が
ふ

親
は
、
盗
賊
の
中な

か

ま
个
間
に
も
有あ

る

ま
じ
。

　
　

 

（
２
）『
教
訓
道
し
る
べ
』

　

七
十
年
後
の
寬
政
三
年
（
一
七
九
一
）、
広
島
藩
で
は
﹃
教
訓
道
し
る
べ
﹄６

が
編
纂
さ
れ
た
。そ
の
封
面
に
は
次
の
よ
う
に
編
纂
の
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

世
に
教
訓
の
書
お
ほ
く
、
俚
俗
窮
民
の
為
に
、
其
言
質
実
に
、
其
文
卑
近

に
書
和
げ
、
普
く
行
は
る
る
所
す
く
な
か
ら
ね
ば
︐
今
更
事
を
添
つ
べ
う

も
な
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
︐
そ
の
国
の
方
言
、
そ
の
里
の
い
ひ
な
ら
は
せ

あ
れ
ば
︐
な
を
手
近
く
さ
と
し
、
お
し
へ
な
ば
︐
い
や
し
き
編
戸
の
民
︐

文
意
語
切
に
ま
ど
は
ず
︐
道
に
も
と
づ
く
事
の
安
か
ら
ん
か
と
︐
鄙
文
の
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拙
き
を
い
は
ず
︐
か
い
集
め
︐
教
訓
み
ち
し
る
べ
と
名
づ
く
。

　

た
と
え
ば
﹁
孝
順
父
母
﹂
で
は
、
ま
ず
要
約
を
、﹁
是
は
人
の
子
た
る
者
、

孝
行
を
専
と
し
、
何
事
も
親
に
そ
む
か
ざ
る
べ
き
教
を
諭
せ
り
﹂
と
述
べ
て
、

そ
の
後
に
、﹁
す
べ
て
人
間
た
る
も
の
、
上
つ
が
た
よ
り
末
々
に
い
た
る
ま
で
、

父
母
の
う
み
た
ま
は
ぬ
は
な
し
﹂
と
、
講
説
を
始
め
る
。
こ
の
講
説
に
は
方
言

や
言
い
習
わ
し
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
、﹁
凡
世
間

に
あ
る
人
、
貴
と
な
く
賤
と
な
く
、
父
母
の
う
ま
ざ
る
人
や
あ
る
﹂
と
い
う
漢

語
を
使
用
し
た
表
現
と
比
較
す
る
と
、よ
り
﹁
手
近
く
さ
と
し
﹂
た
表
現
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。７

　

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、﹃
教
訓
道
し
る
べ
﹄
は
武
州
（
武
藏
国
）
に
流
伝

し
た
。
武
州
久
喜
藩
代
官
の
早
川
正
紀
は
そ
れ
を
﹃
六
教
解
﹄
と
改
称
し
た
。８

そ
の
跋
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

 

此
書
は
、
わ
れ
、
さ
き
に
山
陽
に
あ
り
し
時
、
安
芸
の
も
の
し
り
の
か
か

れ
し
文
な
り
と
て
つ
た
は
り
こ
し
を
、
︙
︙
ま
こ
と
に
た
ふ
と
き
書
な
れ

ば
、こ
た
び
梓
に
ゑ
り
て
、﹃
六
教
解
﹄と
名
づ
け
て
、わ
が
お
さ
む
る
村
々

へ
わ
か
ち
あ
た
へ
て
、
日
待
月
ま
ち
な
ど
の
神
わ
ざ
の
つ
ど
ひ
、
其
外
田

作
る
ひ
ま
ひ
ま
に
、
あ
る
は
よ
み
、
あ
る
は
き
き
て
、
な
ら
は
し
よ
く
な

れ
と
ね
が
ふ
こ
と
に
な
ん
。

　
﹃
教
訓
道
し
る
べ
﹄
は
明
治
時
代
ま
で
伝
承
さ
れ
た
。
た
だ
学
問
を
重
視
す

る
近
代
社
会
に
適
応
す
る
た
め
、﹁
孝
﹂
の
概
念
が
改
め
ら
れ
た
。
東
京
友
善

社
本
９

の
吳く

れ

文あ
や

聰と
し

（
一
八
五
二
︱
一
九
一
八
）
の
緒
言
に
は
、

　
　

 

人
の
学
問
す
る
も
少
々
づ
つ
知
識
を
拡
む
れ
ば
、
他
年
の
後
、
賢
き
有
用

の
人
と
な
る
べ
し
。
幼
稚
の
人
、
必
ず
怠
り
た
ま
ふ
な
。

と
教
訓
を
た
れ
、
正
文
に
は
、

　
　

 

七
八
歲
に
も
至
れ
ば
、
最
早
学
校
に
入
り
て
稽
古
を
す
る
時
と
な
れ
ば
、

先
生
を
父
母
と
思
ひ
、
其
習
ふ
所
の
学
課
を
覚
へ
、
能
々
出
精
す
べ
し
。

総
て
両
親
は
其
子
の
善
き
事
を
見
聞
て
楽
し
む
も
の
な
れ
ば
、
能
々
出
精

し
て
其
心
を
悦
ば
し
む
る
を
孝
行
と
す
。

　
﹃
教
訓
道
し
る
べ
﹄
は
、
さ
ら
に
大
正
時
代
に
伝
承
し
た
。
大
正
八
年
（
一

九
一
九
）、
大
阪
市
の
大
井
伊
助
は
広
島
県
の
丹
下
ま
つ
子
が
藏
す
る
テ
キ
ス

ト
を
刊
行
し
た
。10
大
井
の
跋
文
に
は
出
版
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。

　
　

 
余
之
を
警
視
村
尾
静
明
氏
よ
り
得
。
氏
は
之
を
丹
下
ま
つ
子
刀と

自じ

よ
り
伝

へ
ら
れ
た
り
。
刀
自
は
広
島
県
御み

つ
ぎ調

郡
坂
井
原
村
の
人
、
貞
順
の
性
を
以

て
勤
倹
の
徳
を
積
み
、
慈
善
に
教
育
に
公
益
を
計
り
し
こ
と
数

し
ば
し
ば

な
る
を

以
て
嘗
て
緑
綬
褒
章
を
う
く
。
而
し
て
ま
た
道
徳
の
旨
に
通
じ
儒
仏
の
教
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を
信
じ
、
更
に
各
地
を
巡
歴
し
て
講
話
を
な
す
を
好
む
。
刀
自
又
古
の
宝

訓
良
書
を
暗
誦
す
。
こ
の
書
亦
其そ

の

一
な
り
。
余
既
に
刀
自
の
人
と
な
り
に

感
じ
、
ま
た
此こ

の

書
の
世
の
益
あ
る
を
思
ひ
、
こ
こ
に
之
を
印
行
し
て
世
の

子
女
に
頒わ

か

つ
こ
と
と
せ
り
。

　
　

 

（
３
）『
官
許
首
書
絵
入
六
諭
衍
義
大
意
』

　
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
版
本
と
抄
本
は
非
常
に
多
い
。
そ
の
中
で
特
色
の
あ

る
版
本
は
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
に
京
都
の
勝
田
知
郷
が
増
訂
・
男
知

直
・
孫
知
之
校
﹃
官
許
首
書
絵
入
六
諭
衍
義
大
意
﹄
三
巻
で
あ
る
。
天
保
十
三

年
の
自
序
に
は
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
が
発
刊
さ
れ
て
百
年
が
経
過
し
、
刻
本

が
す
で
に
少
な
く
な
っ
た
た
め
復
刻
し
た
と
言
う
。
原
書
の
古
人
の
事
跡
は
日

本
語
で
上
巻
の
欄
外
に
収
録
し
、
数
人
の
賢
者
の
故
事
を
中
下
巻
に
収
録
し
て

い
る
。
そ
の
う
ち
新
し
い
賢
者
の
故
事
は
、
自
身
が
最
近
見
た
﹁
双
紙
﹂（
故

事
集
）
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
巻
（
附
錄
上
卷
）
に
は
﹃
太
平
記
﹄

卷
三
十
五
﹁
青
砥
藤
綱
﹂、﹃
近
世
畸
人
伝
﹄
卷
二
﹁
僧
鉄
眼
﹂、
下
巻
（
附
錄

下
卷
）
に
は
﹃
続
近
世
畸
人
伝
﹄
卷
一
﹁
佐
川
田
昌
俊
﹂、﹁
仏
佐
吉
﹂、﹁
馬
郎

孫
兵
衛
﹂、室
鳩
巢﹃
駿
台
雑
話
﹄（
一
七
三
二
）﹁
白
拍
子
静
﹂（﹁
烈
女
無
種
﹂）、

卷
下
に
は﹁
乞
食
八
兵
衛
﹂（﹁
両
個
乞
児
﹂）を
収
録
す
る
。そ
し
て﹁
酔
茶
翁
﹂﹁
農

夫
庄
助
﹂
の
二
つ
の
故
事
は
勝
田
が
伝
聞
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
九
人
の
故
事
は
み
な
勝
田
が
日
ご
ろ
孫
の
知
直
に
語
り
聞
か
せ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
附
録
の
目
次
の
後
に
は
知
直
の
説
明
を
付
記
し
て
い
る
。

　
　

 

以
上
九
人
の
事
蹟
は
、
祖
父
の
常
に
語
り
聞
せ
た
ま
ふ
を
、
父
の
記
し
お

か
れ
し
な
り
。
従
来
世
に
行
わ
る
る
﹃
畸
人
伝
﹄
を
始
め
、
諸
書
に
出
た

れ
ど
、
是
に
い
さ
さ
か
の
説
を
な
し
、﹃
駿
台
雑
話
﹄
或
は
熊
澤
・
白
石

先
生
を
始
と
し
、
諸
名
家
の
論
を
附
し
ぬ
。﹁
酔
茶
翁
﹂﹁
農
夫
庄
助
﹂
の

小
伝
は
祖
父
の
人
伝
に
聞
、
又
は
其
国
に
て
記
し
た
る
書
を
抄
出
な
し
お

か
れ
し
を
、
此
書
を
附
録
と
な
し
ぬ
。
も
し
此
書
を
読
て
善
に
す
す
み
、

悪
を
除
く
の
小
補
と
も
な
ら
ば
、
祖
父
父
の
幸
甚
、
何
事
の
是
に
し
か
ん

と
。　

孫
勝
田
知
之
謹
誌

　

た
と
え
ば
﹁
青
砥
藤
綱
﹂
は
北
条
時
賴
の
治
世
の
時
（
一
二
四
六
︱
一
二
五

六
）、﹁
左
衛
門
﹂
に
任
命
さ
れ
た
が
、
彼
は
昇
進
後
も
依
然
と
し
て
衣
食
は
簡

素
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
彼
は
北
条
氏
の
徳
宗
領
で
﹁
地
下
公
文
﹂
と
﹁
相
摸

守
﹂
の
紛
争
に
遭
っ
て
、﹁
公
文
﹂
の
言
い
分
に
道
理
が
あ
っ
た
の
で
、
北
条

氏
の
権
力
を
畏
れ
ず
、﹁
相
摸
守
﹂
を
説
得
し
た
。﹁
公
文
﹂
は
恩
に
感
じ
て
彼

に
三
百
貫
の
銭
を
贈
っ
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
送
り
返
し
て
、
自
分
は
道
理
を
説

い
た
の
で
あ
っ
て
、﹁
公
文
﹂
に
味
方
し
た
わ
け
で
は
な
く
、﹁
相
摸
守
﹂
の
名

誉
を
守
っ
た
の
で
あ
り
、恩
を
感
じ
る
の
は﹁
相
摸
守
﹂の
方
で
あ
る
と
答
え
た
。

ま
た
あ
る
時
、
彼
は
夜
﹁
滑な

め
り

川
﹂
の
川
辺
を
歩
い
て
、
不
注
意
に
も
十
文
の

銭
を
川
の
中
に
落
と
し
た
。
普
通
の
人
間
で
あ
れ
ば
気
に
か
け
な
い
の
で
あ
る

が
、
彼
は
特
に
気
が
か
り
に
な
り
、
急
い
で
人
を
附
近
の
﹁
町
屋
﹂
に
遣
わ
し
、

銭
五
十
文
を
使
っ
て
十
本
の
松
明
を
購
入
し
て
、
つ
い
に
十
文
の
銭
を
探
し
出

し
た
。
あ
る
人
が
彼
の
行
為
を
﹁
小
利
大
損
﹂
と
嘲
笑
す
る
と
、
彼
は
、
も
し
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あ
の
十
文
の
銭
を
拾
わ
な
け
れ
ば
、
あ
の
銭
は
永
遠
に
川
底
に
あ
っ
て
使
用
え

な
い
。
使
っ
た
五
十
文
の
銭
は
商
家
に
入
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
答
え

た
。
ま
た
あ
る
時
、﹁
相
摸
守
﹂
が
﹁
鶴
崗
八
幡
宮
﹂
の
夢
を
見
て
青
砥
を
﹁
近

国
大
荘
八
所
﹂
に
推
薦
し
た
が
、
青
砥
は
そ
れ
を
知
っ
て
、
夢
は
幻
影
で
あ
っ

て
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
赴
任
を
辞
退
し
た
。
こ
の
故
事
の
後
に
、
勝

田
知
郷
は
さ
ら
に
﹁
按
察
使
﹂﹁
周
防
守
﹂
の
例
を
挙
げ
て
、﹁
其
心
公
に
し
て

私
な
し
。
誠
に
あ
り
が
た
き
明
智
と
い
ふ
べ
し
。
是
ら
の
説
、
藤
綱
の
言
行
に

同
じ
と
い
ふ
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

弘
化
乙
巳
（
一
八
四
五
）
年
、
佐
藤
一
齋
（
名
は
坦
、
一
七
七
二
︱
一
八
五

九
）
の
跋
文
に
は
、
こ
れ
ら
増
加
し
た
附
録
が
教
化
に
有
益
で
あ
る
と
評
価
し

て
い
る
。

　
　

 

今
人
勝
田
知
卿
遙
寄
斯
編
、
謁
余
跋
。
乃
通
覧
之
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄

増
加
附
録
二
巻
、係
以
図
。
抑
余
父
母
国
為
濃
之
巌
邑
、往
年
城
主
刻
﹃
六

諭
大
意
﹄
頒
布
封
内
、
因
命
郷
之
父
老
、
毎
月
吉
会
、
村
民
読
而
諭
之
。

且
令
曰
、
宜
使
各
村
蒙
師
別
写
臨
本
以
授
童
蒙
。
︙
︙
行
之
三
年
、
︙
︙

背
誦
之
歌
謡
然
。
今
斯
編
加
以
附
録
、
則
知
其
裨
益
郷
俗
、
尤
為
不
尠
矣
。

余
特
挙
其
所
試
有
実
効
為
証
云
。
弘
化
乙
巳
十
月
下
澣　

江
都
一
斎
佐
藤

坦
跋
。（
今
人
勝
田
知
卿
が
遠
方
よ
り
こ
の
書
を
送
っ
て
、
余
に
跋
を
依

頼
し
た
。
そ
こ
で
通
覧
す
る
と
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
附
録
二
巻
を
増

加
し
、
図
を
添
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
余
の
父
母
の
国
は
濃
州
の
巌い

わ
む
ら邑

で

あ
り
、
往
年
城
主
が
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
を
刻
し
て
領
内
に
頒
布
し
、
郷

の
父
老
に
命
じ
て
、
毎
月
の
吉
会
に
、
村
民
に
読
ん
で
諭
さ
せ
、
か
つ
各

村
の
蒙
師
に
別
に
臨
本
を
写
し
て
童
蒙
に
授
け
さ
せ
よ
と
令
を
下
し
て
い

た
。
︙
︙
そ
れ
を
三
年
行
う
と
、
︙
︙
歌
謡
の
よ
う
に
暗
誦
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
こ
の
書
は
附
録
を
加
え
て
お
り
、
郷
の
風
俗
に
裨
益
す
る
こ

と
、
と
り
わ
け
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
余
は
特

に
試
み
に
実
効
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
と
し
た
。
弘
化
二
年
十
月
下
旬　

江

戸
佐
藤
一
斎
坦
跋
。）

　

勝
田
本
に
は
播
磨
国
小
野
藩
新
編
の
版
本
が
あ
り
、
下
巻
﹁
農
夫
庄
助
﹂
故

事
の
後
に
、
林
韑
撰
﹁
鶴
亀
池
碑
記
﹂（
天
保
十
四
年
六
月
）
碑
帖
（
漢
文
）

を
掲
載
し
、
そ
の
後
に
、
加
東
郡
市
場
村
の
村
長
近
藤
亀
蔵
の
偉
大
な
灌
漑
事

業
と
平
常
の
倹
約
生
活
に
つ
い
て
改
め
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
、
模
範
的

な
人
物
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。︻
図
１
︼

　
　

 

是
播
州
市
場
の
人
近
藤
亀
蔵
の
建た

つ

る
所
な
り
。
︙
︙
亀
蔵
、
名
は
知と

も

栄ま
さ

。

︙
︙
市
場
村
に
許そ

こ
ば
く多

の
公
田
あ
り
け
る
が
、
そ
の
地
水
に
乏と

も

し
く
し
て
、

一
た
び
旱か

ん

年ね
ん

に
遭あ

へ

ば
、
手
を
束つ

か

ね
て
苗
の
槁か

る
る
を
待ま

つ

の
外
、
更
に
術
な

か
り
し
に
、
亀
蔵
は
な
は
だ
こ
れ
を
う
れ
ひ
、
如
何
に
も
し
て
漑
灌
の
利

を
起お

こ

さ
ん
と
日
夜
工
夫
を
廻め

ぐ
ら

せ
し
に
、
た
ま
た
ま
隣
郷
山
田
村
の
い
と

高
き
所
に
自
然
に
凹く

ぼ

み
て
池
の
形
を
成
せ
る
も
の
あ
る
を
看
出
し
、
︙
︙

二
つ
の
大
沼
を
鑿ほ

り

し
に
、
果
し
て
清
泉
を
得
た
り
。
︙
︙
又
亀
蔵
平
常

倹
素
の
道
を
忘
れ
ず
、
其
身
を
は
じ
め
全
家
す
べ
て
綿
衣
の
外
は
着つ

け

ず
。

一
〇



︙
︙
其
家
又
蔵
書
画
多
し
。
︙
︙
そ
の
中
に
後こ

う

戒か
い

の
た
め
に
と
て
珍
蔵
せ

し
も
の
二
幅
あ
り
。
︙
︙
家
人
に
い
へ
ら
く
、
汝な

ん
ぢ

等ら

、
祖
先
の
艱
難
を

な
に
と
か
お
も
へ
る
。
妄
に
驕
奢
の
念
を
生
じ
て
そ
の
恩
に
戻も

と

る
こ
と
な

か
れ
と
。

　

な
お
﹃
小
野
市
史
﹄（
二
〇
〇
三
）
第
四
章
﹁
く
ら
し
と
文
化
﹂
第
一
節
﹁
藩

の
教
育
と
教
化
﹂
３
﹁﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
よ
る
教
化
﹂
に
も
、
小
野
藩
が

近
藤
家
献
上
の
刻
本
を
地
方
官
吏
に
頒
布
し
、
藩
校
教
頭
の
野
々
口
正
武
に
村

を
巡
回
し
て
教
諭
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。11

　
　

 

（
４
）
明
倫
館
本
『
六
諭
衍
義
大
意
』

　

諸
国
の
藩
主
も
こ
の
書
に
よ
る
教
化
に
注
目
し
、
出
版
に
努
め
た
。
た
と
え

ば
山
口
の
藩
校
明
倫
館
で
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）、
藩
主
毛
利
敬
親
（
一

八
三
七
︱
一
八
六
九
）
が
百
姓
を
教
化
す
る
た
め
本
書
を
出
版
し
た
。
明
倫
館

祭
酒
の
山
県
禎
（
一
七
八
一
︱
一
八
六
六
）
は
﹁
重
刻
六
諭
衍
義
大
意
題
辞
﹂

に
本
書
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

　
　

 

此
書
之
行
益
広
及
荒
陬
遐
境
、
可
以
家
伝
而
戸
誦
、
其
於
助
教
化
所
補
亦

非
小
矣
。
吾
公
自
襲
封
以
来
、宵
衣
旰
食
、厲
精
政
治
。
振
紀
綱
而
崇
教
化
、

︙
︙
以
此
書
之
於
民
俗
︐
尤
切
於
教
諭
也
、
欲
先
施
諸
封
内
、
以
使
郷
閭

長
民
者
徧
勧
諭
冥
愚
焉
。
因
刊
之
於
国
中
、
以
資
於
頒
布
。（
本
書
は
邦

語
訳
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
広
く
辺
鄙
な
地
域
に
ま
で
普
及
し
、
ど
の
家
庭

で
も
読
誦
す
る
こ
と
と
な
り
、
教
化
を
補
う
役
割
も
小
さ
く
な
い
。
わ
が

君
は
家
督
を
継
が
れ
て
以
来
、
宵
衣
旰
食
し
て
政
治
に
精
励
し
、
紀
綱
を

振
る
っ
て
教
化
を
尊
ん
で
来
ら
れ
、
︙
︙
本
書
が
風
紀
に
お
い
て
、
尤
も

教
諭
に
効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
ず
領
内
に
施
し
て
、
郷
閭
の
長
老
に

あ
ま
ね
く
冥
愚
な
者
を
勧
諭
さ
せ
、
国
中
に
刊
行
し
て
、
頒
布
に
役
立
て

よ
う
と
さ
れ
た
。）

　
　

 

（
５
）
明
治
の
教
科
書

　
﹃
六
諭
衍
義
﹄
は
近
代
ま
で
伝
承
さ
れ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
、

政
府
が
文
部
省
を
設
立
し
、
明
年
に
は
学
制
を
制
定
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
、﹃
勧
孝
邇
言
﹄12
、﹃
修
身
要
訣
﹄13
、﹃
小
学
修
身
訓
﹄14
、﹃
小
学
修
身
書

初
等
科
之
部
﹄15
、﹃
小
学
修
身
書
中
等
科
之
部
﹄16
、﹃
高
等
小
学
修
身
訓
生
徒

用
﹄17
、﹃
修
身
女
訓
﹄18
等
の
修
身
科
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
教

科
書
も
同
様
に
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。

　
『
勧
孝
邇
言
』（
一
八
七
三
）
は
、
熊
本
宇
土
の
上う

え

羽ば

勝か
つ

衛え

（
一
八
四
三
︱
一

九
一
六
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
﹁
孝
順
父
母
﹂
部

分
を
抄
出
す
る
。19
纂
者
の
序
に
、

　
　

 
夫
孝
者
、百
行
之
本
也
。本
不
固
︐未
必
不
繁
。故
幼
童
之
教
︐必
以
此
為
先
︐

所
以
固
本
也
。
是
書
分
為
上
下
二
篇
。
上
抄
室
氏
﹃
六
諭
大
意
﹄
以
示
孝

道
之
梗
概
︐
下
録
古
人
之
善
行
以
實
之
。
雖
僅
々
小
冊
子
︐
培
養
幼
童
之

良
知
︐
未
必
無
小
補
也
。（
そ
れ
孝
と
は
、
百
行
の
本
な
り
。
も
と
固
か

一
一



ら
ざ
れ
ば
、
い
ま
だ
必
し
も
繁
ら
ず
。
故
に
幼
童
の
教
え
ば
、
必
ず
此
を

以
て
先
と
為
す
。
所
以
に
も
と
を
固
す
る
な
り
。
こ
の
書
は
分
ち
て
上
下

二
篇
と
為
す
。
上
は
室
氏
の
﹃
六
諭
大
意
﹄
を
抄
し
て
以
て
孝
道
の
梗
概

を
示
す
。
下
は
古
人
の
善
行
を
録
し
て
以
て
こ
れ
を
実
す
。
僅
々
た
る
小

冊
子
な
り
と
雖
も
、
幼
童
の
良
知
を
培
養
す
る
に
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も

小
補
な
か
ら
ざ
る
な
り
。）

　

そ
し
て
下
篇
に
は
松ま

つ
だ
い
ら平

好よ
し
ふ
さ房

（
一
六
四
九
︱
一
六
六
九
）、
丈

は
せ
つ
か
べ
の

部

路
み
ち
の

祖お
お
じ父

麻ま

ろ呂
）（
七
〇
九
︱
？
）、
樵き

こ
り夫

清
七
、
僧
某
、
阿く

ま

新わ
か
ま
る丸

（
日
野
邦
光
の
幼

名
。
一
三
二
〇
︱
一
三
六
三
）、
福ふ

く
よ
め

依
売
（
以
上
は
日
本
）、
曽
参
、
江
革
、
朱

寿
昌
（
以
上
は
中
国
）
の
孝
心
故
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
『
修
身
要
訣
』（
一
八
七
四
）は
、山
口
県
出
身
の
石
村
貞
一
が
編
纂
し
た
。﹃
六

諭
衍
義
大
意
﹄で
は
な
く
、﹃
六
諭
衍
義
﹄を
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
。上
下
二
巻
、

十
項
目
一
百
二
十
章
。
そ
の
第
一
条
﹁
父
母
ニ
孝
順
ス
ベ
キ
事
ヲ
述
ブ
﹂
の
第

一
章
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　

 

第
一　

人
ノ
世
ニ
在
ル
。
貴
賤
賢
愚
ヲ
論
ゼ
ズ
。
ミ
ナ
父
母
ノ
生
育
ヲ
受

ケ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
然
ル
ニ
孝
順
ノ
人
ハ
少
ナ
ク
孝
順
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
多

キ
ハ
。
人
ノ
性
資
ニ
孝
順
ノ
良
心
ナ
キ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
只
コ
レ
ヲ
毀
損
ス

ル
コ
ト
久
シ
ク
シ
テ
。
固
有
ノ
良
心
ヲ
孝
順
ノ
行
ヒ
ニ
顕
ス
事
能
ハ
ザ
ル

ハ
。
猶
人
ノ
夢
中
ニ
在
テ
呼
ビ
醒
ス
モ
ノ
ナ
キ
ガ
如
シ
。

　

な
お
本
書
で
は
、
六
諭
に
関
す
る
項
目
の
ほ
か
に
、
第
四
﹁
慢
偽
妬
疑
ノ
心

ヲ
懐
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
弁
ズ
﹂、
第
五
﹁
子
孫
ヲ
愛
ス
ル
道
ヲ
知
ラ
ザ
ル
モ
ノ

反
テ
コ
レ
ヲ
害
ス
ル
ヲ
云
フ
﹂、
第
九
﹁
品
行
正
キ
ハ
真
正
ノ
君
子
ナ
ル
事
ヲ

論
ズ
﹂、
第
十
﹁
人
ノ
言
行
ト
将
来
ト
必
ズ
相
関
係
ス
ル
事
ヲ
述
ブ
﹂
と
い
う
、

一
般
的
な
徳
性
の
重
要
性
に
関
す
る
項
目
を
加
え
て
、
十
項
目
と
し
て
い
る
。

　
『
孝
行
の
さ
と
し
』（
一
八
七
五
）
は
、﹁
明
治
八
年
文
部
省
交
付
﹂
印
が
あ

り
、修
身
科
の
読
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄

か
ら
﹁
孝
順
父
母
﹂
部
分
を
抄
出
し
、漢
字
と
片
仮
名
で
表
記
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。20
一
八
八
二
年
に
は
、
そ
の
挿
絵
本
﹃
絵
入
孝
行
の
さ
と
し
﹄
が
青
森
県

で
出
版
さ
れ
た
。21

　
『
小
学
修
身
訓
』（
一
八
八
〇
）
は
、
文
部
省
編
書
課
長
で
あ
っ
た
西
村
茂
樹

（
一
八
二
八
︱
一
九
〇
二
）
の
選
録
。
上
下
二
巻
。
巻
上
で
は
、第
一
﹁
学
問
﹂、

第
二
﹁
生
業
﹂、
第
三
﹁
立
志
﹂、
第
四
﹁
修
徳
﹂、
巻
下
で
は
、
第
五
﹁
養
智
﹂、

第
六
﹁
処
事
﹂、
第
七
﹁
家
倫
﹂、
第
八
﹁
交
際
﹂
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
﹁
生

業
﹂﹁
家
倫
﹂﹁
交
際
﹂
の
項
に
お
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
﹁
各

安
生
理
﹂﹁
和
睦
郷
里
﹂﹁
孝
順
父
母
﹂
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

　
『
小
学
修
身
書
初
等
科
之
部
』
五
巻
（
一
八
八
三
）
は
、
冒
頭
の
﹁
教
師
須

知
八
則
﹂の
第
一
則
に
、﹁
此
書
は
。
古
人
の
名
言
を
輯
録
し
た
る
も
の
な
れ
ば
。

小
学
童
生
を
し
て
。
常
に
之
を
暗
誦
せ
し
め
。
以
て
徳
性
を
養
ふ
の
資
と
な
す

一
二



べ
し
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
、﹃
大
和
俗
訓
﹄22
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄、﹃
大
和
中

庸
﹄23
、﹃
大
和
小
学
﹄24
、﹃
日
新
館
童
子
訓
﹄25
、﹃
和
語
陰
隲
録
﹄26
な
ど
教

訓
書
か
ら
引
用
し
て
お
り
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
つ
い
て
は
、
巻
一
第
一
章

お
よ
び
巻
四
第
一
章
に
﹁
孝
順
父
母
﹂
を
、
第
七
章
に
﹁
各
安
生
理
﹂
を
引
用

し
て
い
る
。

　
『
小
学
修
身
書
中
等
科
之
部
』
六
巻
（
一
八
八
四
）
は
、巻
三
第
五
章
に
﹁
和

睦
郷
里
﹂
を
引
用
す
る
。

　
『
高
等
小
学
修
身
訓
生
徒
用
』
松
謙
澄
編
纂
。
東
京
：
明
治
十
六
年
。
巻
一

第
一
﹁
孝
行
﹂
に
﹁
孝
順
父
母
﹂
を
引
用
す
る
。

　
『
修
身
女
訓
』末
松
謙
澄
編
纂
。
東
京
：
八
尾
書
店
、明
治
二
十
六
年
。﹁
緒
言
﹂

に
、﹁
高
等
小
学
女
生
徒
用
﹂
と
言
い
、
巻
一
第
一
﹁
孝
行
﹂
に
﹁
孝
順
父
母
﹂

を
引
用
す
る
。

　
　

 

（
６
）『
六
諭
衍
義
鈔
』

　

鈴
木
重
義
編
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
刊
。27
巻
頭
に
蠡
城
范
鋐
の
﹁
原

序
﹂
を
載
せ
る
。
編
者
の
﹁
凡
例
﹂
に
は
、
初
学
者
の
た
め
に
編
纂
し
た
こ
と

を
明
記
し
、
中
に
わ
か
り
に
く
い
中
国
の
俗
語
が
あ
り
、
荻
生
徂
徠
の
訓
点
で

も
そ
れ
が
解
消
で
き
て
い
な
い
た
め
、
さ
ら
に
通
訳
に
依
頼
し
て
解
釈
し
た
こ

と
、
第
五
条
﹁
各
安
生
理
﹂
と
第
六
条
﹁
勿
作
非
為
﹂
の
内
容
が
重
複
す
る
た

め
第
六
条
を
削
除
し
た
こ
と
、
中
国
の
故
事
と
律
例
が
日
本
の
現
状
と
合
わ
な

い
た
め
省
略
し
た
こ
と
な
ど
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　

一　

 

今
原
書
ニ
就
キ
、
方
今
ノ
時
世
ニ
適
切
ナ
ル
者
ヲ
抄
シ
、
以
テ
初
学

ノ
誦
読
ニ
便
ス

　
　

一　

 

原
本
、
彼
土
ノ
俚
言
ヲ
用
フ
、
故
ニ
物
氏
（
荻
生
徂
徠
）
ノ
傍
訓
ア

レ
ド
モ
、
尚
明
白
ヲ
欠
ク
者
ア
リ
、
今
清
国
欽
差
大
臣
随
員
沈
梅
史

ニ
就
テ
之
ヲ
質
シ
、
俚
語
ニ
換
ル
ニ
雅
言
ヲ
以
テ
ス

　
　

一　

 

但
﹁
勿
作
非
為
﹂
ノ
一
条
ハ
、
前
文
ノ
意
ヲ
反
覆
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、

故
ニ
芟
削
ニ
従
フ

　
　

一　

 

原
本
、
故
事
律
例
ヲ
附
載
ス
、
但
載
ス
ル
所
ノ
故
事
、
或
ハ
過
激
ニ

渉
ル
者
ア
リ
、
律
例
ハ
方
今
ノ
用
ル
所
ニ
異
ナ
リ
、
故
ニ
皆
之
ヲ
刪

ル
。

　

な
お
児
童
に
と
っ
て
は
難
解
な
字
句
が
あ
っ
た
た
め
、
羽
山
尚
徳
に
よ
っ
て

﹃
六
諭
衍
義
鈔
字
引
﹄（
一
八
八
二
）
が
編
纂
さ
れ
た
。28
編
者
の
自
序
は
、
以

下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　

 
鈴
木
重
義
氏
、
著
六
諭
衍
義
鈔
也
。
人
以
為
拱
璧
、
家
誦
戸
読
。
然
児
童

往
往
苦
於
字
句
難
解
、
余
因
作
為
此
篇
。
是
亦
推
舐
犢
之
意
耳
。（
鈴
木

重
義
氏
は
、﹃
六
諭
衍
義
鈔
﹄
を
著
し
た
。
人
は
拱
璧
と
認
め
、
家
々
で

読
誦
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
児
童
は
往
々
に
し
て
字
句
の
難
解
に
苦
し
ん

一
三



で
い
る
。
余
は
よ
っ
て
此
の
書
を
編
纂
し
た
。
こ
れ
も
我
が
子
を
愛
す
る

気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
。）

　
　

 

（
７
）『
六
諭
衍
義
大
意
讀
本
』

　

山
本
喜
兵
衛
和
解
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
藤
澤
南
岳
（
名
は
恒
。
一

八
四
二
︱
一
九
四
〇
）
序
。
同
年
赤
志
忠
七
刊
。29
本
書
は
修
身
科
用
の
読
本

と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
序
文
に
は
和
文
に
よ
る
民
衆
教
化
の
効
用
を
評
価
し
て

い
る
。

　
　

 

此
書
国
字
訳
之
、
使
里
巷
之
人
能
読
之
、
其
恵
大
矣
。（
此
の
書
は
国
字

で
訳
し
て
、
里
巷
の
人
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
恩
恵
は
大
き
い
。）

　

前
述
の
よ
う
に
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
で
は
、

　
　

 

其
律
例
は
我わ

が

邦く
に

の
法
に
異い

ど
う同

あ
り
て
、
用よ

う
し
ゃ捨

な
く
し
て
は
行お

こ
な

ひ
が
た
し
。

其
事じ

せ
き跡

は
い
に
し
へ
の
物も

の
が
た
り語

に
し
て
、
さ
し
て
緊き

ん
え
う要

に
も
あ
ら
ず
。
さ

れ
ば
此
二
つ
の
物
は
、
並な

ら
び

に
本
書
に
ゆ
づ
り
て
、
爰
に
除の

ぞ

き
た
る
な
り
。

と
述
べ
て
、
律
例
と
事
跡
を
削
除
し
た
が
、
本
書
の
凡
例
に
は
、
律
例
や
詩
句

は
不
要
で
あ
る
が
、
古
人
の
事
跡
を
学
ぶ
こ
と
は
初
学
者
に
は
不
可
欠
だ
と
主

張
し
、﹃
六
諭
衍
義
﹄
所
載
の
古
人
の
事
跡
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　

 

一　

原
本
毎
篇
ノ
末
ニ
。
律
例
亦
古
人
ノ
事
跡
ヲ
附
載
セ
リ
。
其
律
例
ハ

日
清
ノ
法
異
同
ア
リ
。
用
捨
セ
ザ
レ
バ
行
ヒ
難
シ
。
亦
詩
句
ノ
如
キ
モ
。

暫
ク
本
書
ニ
譲
リ
テ
爰
ニ
除
去
ス
。
其
事
跡
ノ
如
キ
ハ
方
今
初
学
ニ
緊
要

ナ
レ
バ
除
ク
可
ラ
ズ
。
故
ニ
古
ヘ
ヨ
リ
誉
ア
ル
。
忠
孝
節
操
ノ
人
々
ノ
略

伝
ヲ
著
シ
。
其
善
報
悪
酬
。
天
命
ノ
確
然
タ
ル
ヲ
演
テ
。
小
学
授
業
修
身

ニ
。
此
﹃
六
諭
衍
義
﹄
ヲ
﹃
大
意
﹄
ヲ
。
暗
記
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
ス

ル
ナ
リ
。

　

編
者
は
当
時
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
対
す
る
世
俗
の
関
心
が
薄
れ
て
い
た

こ
と
を
慨
嘆
し
、
凡
例
に
、

　
　

 

今
世
俗
﹃
六
諭
﹄
ノ
書
目
ス
ラ
知
ル
者
甚
ダ
稀
少
ナ
リ
。
実
ニ
嘆
ズ
可
キ

コ
ト
ナ
ラ
ズ
ヤ
。
故
ニ
今
度
允
准
ヲ
得
テ
。
此
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
ヲ
校

正
シ
。
版
刻
シ
テ
世
ニ
弘
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

と
出
版
に
至
っ
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。

　

な
お
本
書
は
、
原
書
に
は
な
い
注
記
を
挿
入
し
て
、
現
代
の
世
情
も
説
明
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹁
和
睦
郷
里
﹂
の
冒
頭
に
は
、
世
界
各
国
と
の
付
き
合

い
も
郷
里
の
付
き
合
い
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
　

 

郷
里
ト
ハ
一
村
。
亦
ハ
市
中
一
町
内
ノ
附
合
ナ
リ
。
殊
ニ
方
今
各
国
ノ
親

交
モ
弘
ク
ナ
リ
、
実
ニ
天
涯
比
隣
ノ
如
シ
。

一
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ま
た
、﹁
教
訓
子
孫
﹂
で
は
、
子
供
の
教
育
は
世
界
各
国
が
重
視
す
る
と
こ

ろ
だ
と
書
き
添
え
て
い
る
。

　
　

 

凡
何
国
ニ
テ
モ
。
子
孫
ノ
教
育
ヲ
重
シ
ト
ス
。
︙
︙
其
教
訓
ノ
法
ハ
、
幼

稚
ノ
時
ヨ
リ
。
マ
ヅ
学
校
ヘ
通
ハ
セ
。
其
教
ヘ
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
第
一
ナ
リ
。

　
　

 

（
８
）『
改
正
六
諭
衍
義
大
意
』

　

長
崎
県
師
範
学
校
校
正
、
松
本
屯
翻
刻
。
明
治
十
五
年
刊
。
活
字
本
。30
冒

頭
の
弁
言
に
、
本
書
の
内
容
も
時
世
の
変
化
に
合
わ
せ
て
変
更
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　
　

 

室
直
清
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
ノ
世
ニ
益
ア
ル
ハ
、
人
ノ
皆
知
ル
所
ナ
リ
。

然
レ
ド
モ
時
勢
ノ
変
、
復
タ
今
日
ニ
益
ナ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
ズ
。
是
本
校

之
ヲ
改
正
ス
ル
所
以
ナ
リ
。

　

そ
の
改
正
点
の
一
は
、﹁
孝
順
父
母
﹂
条
で
、﹁
最
愛
の
妻
子
た
り
と
い
ふ
と

も
。
妻
子
は
失

う
し
な
ふ

て
又
得
べ
し
。
た
だ
一
た
び
失
て
ふ
た
た
び
得
べ
か
ら
ざ
る

物
は
。
父
母
な
り
﹂
云
々
の
一
文
を
削
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
蔑

視
の
観
点
を
除
外
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
二
は
、﹁
教
訓
子
孫
﹂
条
で
、
学
問
を
重
視
し
、﹁
先
幼
稚
ノ
時
ヨ
リ
学

校
ニ
入
レ
、
普
通
ノ
学
科
ヲ
学
バ
シ
ム
ル
ハ
、
是
天
賦
ノ
知
識
ヲ
磨
キ
、
一
生

ノ
産
業
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
知
ル
ノ
基
ナ
レ
バ
、
何
ノ
業
ヲ
問
ハ
ズ
、
之
ヲ
勉
メ
シ

ム
ベ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
﹂
一
文
を
挿
入
し
、
女
子
の
教
育
を
重
視
し
て
、﹁
幼
時

ヨ
リ
学
校
ニ
入
レ
、
学
問
ノ
徳
ニ
依
ラ
シ
ム
レ
バ
、
自
然
ニ
行
義
正
シ
ク
見
聞

ニ
富
ミ
、
︙
︙
﹂
一
文
を
挿
入
し
て
い
る
。

　

そ
の
三
は
、﹁
各
安
生
理
﹂
条
を
﹁
勉
励
産
業
﹂
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
条

目
に
改
称
し
、仕
事
を﹁
士
農
工
商
四
民
﹂と
い
う
古
い
呼
称
に
分
か
た
ず
、﹁
素

ヨ
リ
人
ハ
旧
キ
仕
来
ノ
事
ニ
ノ
ミ
泥
ミ
テ
、
新
ニ
発
明
ス
ル
所
ナ
キ
ハ
大
ニ
忌

ム
可
キ
事
ナ
ル
故
、
能
ク
時
勢
ノ
変
換
ヲ
察
シ
、
己
ガ
才
ノ
長
ケ
タ
ル
所
ヲ
以

テ
、
産
業
ヲ
営
ム
ベ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
﹂
と
い
う
一
句
を
挿
入
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
各
条
末
尾
の
教
訓
歌
を
省
略
し
て
い
る
。

　
　

 

（
９
）『
現
代
版
六
諭
衍
義
大
意
』

　

現
代
に
至
っ
て
、
程
順
則
の
故
郷
で
あ
る
沖
縄
県
で
は
、
久
米
崇
聖
会
31

に

よ
っ
て
﹃
六
諭
衍
義
翻
訳
本
﹄（
二
〇
〇
二
）32
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
解
説
に

は
、﹁
現
代
に
通
用
す
る
考
え
や
通
用
し
な
い
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
。﹂﹁
私

た
ち
の
倫
理
規
範
も
大
な
り
小
な
り
﹃
六
諭
﹄
の
提
示
し
た
倫
理
観
に
影
響
を

受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
批
判
も
含
め
て
、
読
ん
で
み
る
価
値
は
十
分
あ
る

と
い
え
よ
う
。﹂
と
批
判
的
な
受
容
を
奨
励
し
て
い
る
。

　

久
米
崇
聖
会
は
ま
た
漫
画
形
式
の
﹃
小
中
学
生
の
た
め
の
現
代
版
六
諭
衍
義

大
意
﹄（
二
〇
〇
四
）33
を
編
纂
し
て
い
る
が
、
そ
の
﹁﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
こ
と
﹂

に
も
、
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

　
　

 ﹃
六
諭
衍
義
﹄
に
は
、
女
性
を
差
別
し
た
考
え
方
や
両
親
や
目
上
の
者
の

一
五



命
令
で
あ
れ
ば
、
例
え
悪
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
、
今
日
で
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
の
本
で
は
、
︙
︙
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
、
未
来
を
担

う
子
ど
も
達
に
と
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
求
め
ら
れ
る
考
え
方
を
選
び

出
し
、
ア
レ
ン
ジ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ガ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
し
て

い
ま
す
。

　

漫
画
の
主
人
公
は
、
小
学
生
の
比
嘉
順
平
、
金
城
茜
、
お
よ
び
彼
ら
の
家
族
、

同
級
生
、
教
師
で
あ
る
。﹁
孝
順
父
母
﹂
は
、
比
嘉
順
平
が
日
ご
ろ
母
親
の
小

言
を
嫌
っ
て
い
た
が
、
母
親
が
病
気
で
倒
れ
て
初
め
て
、
そ
の
思
い
や
り
に
気

が
付
く
。﹁
尊
敬
長
上
﹂
は
、
金
城
茜
が
英
語
の
授
業
時
間
に
教
師
が
え
こ
ひ

い
き
を
し
て
い
る
と
誤
解
す
る
が
、
父
親
の
話
を
聞
い
て
、
教
師
が
自
分
を
励

ま
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
く
。﹁
和
睦
郷
里
﹂
は
、
関
西
方
言
を
話
す
新
入

生
の
山
本
健
太
を
同
級
生
が
い
じ
め
て
、
そ
の
靴
を
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
が
、
順

平
は
自
分
の
故
郷
が
沖
縄
で
は
な
く
石
川
県
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
神
戸
の

小
学
生
と
の
交
流
を
提
案
す
る
。﹁
教
訓
子
弟
﹂
は
、
金
城
茜
が
同
級
生
に
母

親
の
小
言
が
厭
だ
と
言
う
が
、
自
分
が
娘
に
小
言
を
い
う
夢
を
見
て
、
母
性
愛

の
重
要
さ
に
気
が
付
く
。﹁
各
安
生
理
﹂
は
、
順
平
が
姉
の
高
校
受
験
勉
強
を

見
て
、
自
分
が
サ
ッ
カ
ー
の
代
表
選
手
に
な
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す

る
が
、
神
戸
の
小
学
校
と
の
交
流
企
画
が
実
現
し
て
自
信
を
取
り
戻
す
。﹁
勿

作
非
為
﹂
は
、
金
城
茜
は
同
級
生
が
喧
嘩
を
す
る
の
を
見
て
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
を
開
い
て
仲
直
り
し
よ
う
と
提
案
す
る
。

　
　
　
　
　

五　

結
び

　
﹃
六
諭
﹄
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
簡
単
で
覚
え
や
す
い
四
言
六
句
（
或
七
言

十
六
句
）
で
あ
っ
た
が
、
後
に
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
白
話
あ

る
い
は
方
言
に
よ
る
講
解
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
律
例
と
因
果
故
事
を
添
え
て
、

律
例
に
よ
っ
て
王
法
の
存
在
を
、
因
果
故
事
に
よ
っ
て
天
報
の
存
在
を
知
ら
し

め
た
。
そ
れ
が
﹃
六
諭
衍
義
﹄
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
中
国
で
逸
失
し
て

し
ま
っ
た
が
、
琉
球
国
を
通
じ
て
日
本
に
伝
わ
り
、
江
戸
幕
府
は
こ
れ
を
民
衆

啓
蒙
に
用
い
る
た
め
、
ま
ず
訓
点
を
付
し
て
白
話
文
を
解
読
し
、
そ
の
後
に
大

意
を
翻
訳
さ
せ
、﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄と
称
し
た
。
か
く
て
幕
府
の
推
奨
に
よ
っ

て
、
本
書
は
江
戸
お
よ
び
地
方
の
藩
国
に
普
及
し
、
地
方
に
よ
っ
て
多
種
の
版

本
や
抄
本
が
出
現
し
た
。
そ
の
中
で
最
も
特
色
が
あ
る
版
本
が
、
京
都
で
編
集

さ
れ
た
﹃
官
許
首
書
絵
入
六
諭
衍
義
大
意
﹄
三
巻
で
あ
る
。
そ
の
中
下
二
巻
に

は
、日
本
の
有
徳
の
人
物
の
故
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
近
代
以
後
、﹃
六
諭
衍
義
﹄

は
文
部
省
修
身
科
教
科
書
と
な
っ
た
が
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
、
內
容

を
改
変
し
て
い
っ
た
。
現
代
に
至
る
と
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
て
い
る

地
方
は
沖
縄
県
だ
け
と
な
り
、
漫
画
故
事
形
式
で
子
供
を
教
育
し
て
い
る
。
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【
図
１
】
小
野
藩
編
『
官
許
首
書
絵
入
六
諭
衍
義
大
意
』

注１　

沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
。
昭
和
五
十
五
年
影
印
。

２　

沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
。

３　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
進
德
社
蔵
梓
、
江
州
高
宮
北
川
錦
雲
堂
刊
。

４　

沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
。
活
字
本
。
封
面
﹁
安
政
四
年
丁
巳　

不
許
売
買
／

六
諭
衍
義
大
意
／
奥
州
白
石　

静
情
堂
蔵
﹂。
安
政
四
年（
一
八
五
七
）初
版
、

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
再
版
。

５　

沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
。
封
面
﹁
雒
陽　

絅
錦
斎
中
村
平
吾
三
近
子
編
述
／

六
諭
衍
義
小
意　

平
仮
名
全
部
三
冊
／
日
東　

書
亭　

西
村
載
文
堂
﹂。

６　

広
島
大
学
所
藏
。
石
川
松
太
郎
監
修
﹃
往
来
物
体
系
﹄
36
（
東
京
大
空
社
、

一
九
九
三
）
所
収
。

７　

井
上
久
雄
﹁
六
諭
衍
義
大
意
異
本
の
研
究
︱
芸
州
版
教
訓
道
し
る
べ
と
武

州
版
六
教
解
﹂（
広
島
修
大
論
集
二
九

－

一
、
一
九
八
八
）
参
考
。

８　

東
京
都
立
図
書
館
蔵
（
中
山
久
四
郎
舊
蔵
）。 
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９　

東
京
友
善
社
藏
板
。
須
原
屋
茂
兵
衛
等
︐明
治
刊
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

10　

活
字
本
。
山
口
県
立
山
口
図
書
館
蔵
。
内
容
は
寛
政
本
に
同
じ
。

11　

以
上
の
資
料
は
小
野
市
立
好
古
館
（
歴
史
博
物
館
）
か
ら
二
〇
一
一
年
五

月
に
提
供
さ
れ
た
。

12　

見
返
し
﹁
上
羽
勝
衛
纂
／
勧
孝
邇
言　

完
／
明
治
七
年
夏
七
月　

大
観
堂

蔵
版
﹂。
明
治
六
年
三
月
纂
者
序
。
奥
付
﹁
明
治
十
二
年
十
二
月
八
日
翻
刻

御
届
、
同
年
十
二
月
十
一
日
出
版
／
翻
刻
人　

神
田
区
紺
屋
町
壱
丁
目
壱
番

地　

東
京
府
平
民　

田
中
栄
次
郎
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。﹃
日
本
教
科
書

体
系
﹄
近
代
編
第
二
巻
修
身
（
一
）（
講
談
社
、
一
九
六
四
）
收
。

13　

見
返
し
﹁
南
摩
綱
紀
閲
・
石
村
貞
一
著
／
修
身
要
訣
／
京
摂
書
屋
合
梓
﹂。

奥
付
﹁
明
治
十
四
年
二
月
廿
四
日
版
権
免
許
・
同
六
月
出
版
、
著
者
兼
出
板

人　

山
口
県
平
民
石
村
貞
一
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

14　

見
返
し
﹁
明
治
十
三
年
四
月
／
翻
刻
小
学
修
身
訓
／
文
部
省
編
輯
局
印

行
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

15　

見
返
し
﹁
明
治
十
六
年
六
月
印
行　

初
等
科
／
小
学
修
身
書
／
文
部
省
編

輯
局
﹂。
奥
付
﹁
明
治
十
六
年
五
月
十
一
日
出
板
板
権
所
有
届
、
文
部
省
編

輯
局
蔵
板
﹂。
東
京
学
芸
大
学
蔵
。

16　

文
部
省
編
輯
局
蔵
版
、
明
治
十
六
年
。

17　

松
謙
澄
編
纂
。
東
京
：
明
治
十
六
年
。

18　

末
松
謙
澄
編
纂
。
東
京
：
八
尾
書
店
、
明
治
二
十
六
年
。

19　

堀
浩
太
郎
﹁
上
羽
勝
衛
の
教
育
編
纂
に
つ
い
て
﹂（
熊
本
大
学
教
育
実
践

研
究
、
二
十
一
号
、
八
九

－

九
四
頁
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
参
照
。

20　
﹃
孝
行
の
さ
と
し
﹄。
岡
崎
左
喜
介
抄
出
。
活
字
本
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

21　

弘
前
秋
元
源
吾
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
刊
。
活
字
本
。
封
面
﹁
室

鳩
巣
著
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
抜
書
／
絵
入
孝
行
の
さ
と
し
／
弘
前
書
肆
秋
元

源
吾
出
版
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

22　

貝
原
益
軒
著
。
八
巻
。
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
刊
。
婦
女
子
を
対
象
と

し
た
教
訓
書
。﹁
益
軒
十
訓
﹂（﹁
家
訓
﹂﹁
君
子
訓
﹂﹁
大
和
俗
訓
﹂﹁
楽
訓
﹂﹁
和

俗
童
子
訓
﹂﹁
五
常
訓
﹂﹁
家
道
訓
﹂﹁
養
生
訓
﹂﹁
文
武
訓
﹂﹁
初
学
訓
﹂）の
一
。

23　

関
玄
隆
著
。
十
巻
。
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
跋
。

24　

山
崎
闇
斎
著
。﹁
立
教
﹂﹁
明
倫
﹂﹁
敬
身
﹂
三
章
か
ら
成
る
。
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）。
市
来
津
由
彦
﹁
山
崎
闇
斎
﹃
大
和
小
学
﹄
考
︱
中
国
新
儒
教

の
日
本
的
展
開
管
見
﹂（
東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
創
刊
号
、

二
五
二

－

二
三
二
頁
、
一
九
九
三
年
三
月
）
参
照
。

25　

第
五
代
会
津
藩
主
松
平
容
頌（
か
た
の
ぶ
）（
一
七
四
四

－

一
八
〇
五
）著
。

享
和
三
年
序
。
昭
和
十
九
年
六
月
、
福
島
県
教
育
会
活
字
印
刷
。
国
立
国
会

図
書
館
蔵
。

26　

見
返
し
﹁
明
袁
了
凡
著
・
日
本　

訳
／
和
語
陰
隲
録
全
／
此
編
は
大
明
袁

了
凡
と
云
人
其
子
天
啓
へ
教
訓
の
物
語
に
し
て
老
若
男
女
悪
を
退
け
て
善
に

す
す
ま
し
む
る
書
也
。
能
信
じ
行
へ
ば
災
害
を
ま
ぬ
か
れ
寿
福
を
得
る
事
は

か
る
べ
か
ら
ず
﹂。
和
語
陰
隲
録
序
（
安
永
丙
申
春
三
月
南
越
角
鹿
乾
重
益

謹
叙
）、
奥
付
﹁
安
永
六
年
酉
四
月
、
浪
華
荒
木
佐
兵
衛
等
）。
東
京
学
芸
大

学
蔵
。

27　

見
返
し﹁
亀
谷
省
軒
校
閱
・
鈴
木
重
義
編
／
六
諭
衍
義
抄
／
東
京
光
風
社
﹂。
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奥
付
﹁
明
治
十
三
年
七
月
十
日
版
権
免
許
・
同
年
八
月
廿
八
日
出
版
／
編
者

東
京
府
士
族
鈴
木
重
義
・
出
版
人
同
亀
谷
竹
二
﹂。
山
口
県
立
図
書
館
蔵
。

28　

見
返
し
﹁
亀
谷
省
軒
閱
・
羽
山
尚
徳
編
／
六
諭
衍
義
鈔
字
引
／
明
治
十
五

年
一
月
出
版　

光
風
社
﹂。
奥
付
﹁
明
治
十
四
年
十
一
月
十
二
日
版
権
免
許
・

同
十
五
年
一
月
十
六
日
出
版
／
編
者
埼
玉
県
士
族
羽
山
尚
徳
・
出
版
人
東
京

府
士
族
亀
谷
竹
二
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

29　

見
返
し
﹁
藤
澤
南
岳
閱
・
山
本
喜
兵
衛
和
解
／
六
諭
衍
義
大
意
読
本
／
明

治
十
五
年
三
月
出
版　

赤
志
忠
雅
堂
蔵
﹂。
奥
付
﹁
明
治
十
五
年
四
月
一
日

出
版
御
届
・
同
年
同
月
出
版
／
和
解
人
大
阪
府
平
民
山
本
喜
兵
衛
・
出
版
人

大
阪
府
平
民
赤
志
忠
七
﹂。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

30　

見
返
し
﹁
故
室
直
清
原
著
・
長
崎
県
師
範
学
校
改
正
／
改
正
六
諭
衍
義
大

意
全
／
長
崎
県
師
範
学
校
蔵
版
﹂。
奥
付
﹁
明
治
十
五
年
八
月
十
五
日
翻
刻

届
済
、
同
年
九
月
出
版
。
原
版
長
崎
県
師
範
学
校
。

31　

中
国
か
ら
琉
球
に
渡
来
し
た
久
米
三
十
六
姓
の
末
裔
が
久
米
至
聖
廟
、
天

尊
廟
、
天
妃
宮
、
明
倫
堂
を
組
織
的
に
管
理
運
営
す
る
た
め
一
九
一
四
年
に

設
立
し
た
。
一
般
社
団
法
人
。

32　

那
覇
、
二
〇
〇
二
年
。
田
名
真
之
監
修
。

33　

那
覇
、
二
〇
〇
四
年
。
真
喜
名
朝
飛
、
新
里
堅
進
漫
畫
。
翻
譯
同
﹃
六
諭

衍
義
大
意
翻
譯
本
﹄。
附
程
順
則
年
譜
。
古
塚
達
朗
監
修
。
宮
城
一
春
脚
本
。

前
山
田
任
解
說
。
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